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第７７０回教育委員会会議録 

 平成２７年１２月２１日、御殿場市教育委員会１２月定例会を御殿場市役所第５

会議室に招集する。 

 

１． 出席した委員   

１番委員 勝 又 英 和    ２番委員 勝 又 將 雄 

   ４番委員 勝 又 綾 子    ５番委員 岩 瀬 こずえ 

   

２．番外に出席した者 

教育部長                教育総務課長  

学校教育課長              社会教育課長  

学校給食課長              学校教育課課長補佐   

 

教育委員会事務局職員 教育総務課副参事  

教育総務課主事 

教育委員長 

 

皆様、ご苦労さまでございます。 

本日は、福島委員が所用で欠席しておりますが、２分の１以上の

出席をいただいておりますので、委員会は成立いたします。 

教育委員長 ただ今から、御殿場市教育委員会１２月定例会を開会いたしま

す。 

                  開 会 午後１時３０分 

教育委員長 前回の定例会が行われた後に、私が出席させていただいた行事を

ここでご報告させていただきたいと思います。 

１１月２５日、市民会館にて午後開催の御殿場市小山町安全安心

大会に出席してまいりました。 

同日、林業会館にて午後６時から市町駅伝壮行会に出席し、選手

の方の激励をしてまいりました。 

今月に入りまして、１２月１５日に市民会館に朝早くから集まり

まして、交通安全県民運動に出席してまいりました。 

その翌日、皆様大変ご苦労さまでございましたが、教育研究奨励

表彰ということで、玉穂支所で表彰式並びに論文の発表会というこ

とで参加させていただきました。 

以上が、前回の定例会から出席させていただいた行事になりま

す。それでは、当局の方から一言お願いいたします。 

教育部長 今日は、今年最後の教育委員会ということでご苦労さまでござい

ます。委員長の方からもございましたけれども、この一年間、定例

教育委員会や色々な行事に参加していただき、誠にありがとうござ

います。教育委員会でも色々なことがありましたが、ご協力ありが
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とうございます。本日は定例教育委員会の後に、総合教育会議とい

うことで、市長との会合が行われます。よろしくお願いしたいと思

います。以上です。 

教育委員長 ありがとうございます。それでは、定例会を開会いたします。 

本日の委員会は、お手元に配布しております日程により進行いた

しますのでご了承願います。 

教育委員長 それでは、会議録署名人の指名を行います。 

委員長の指名により決定することにご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

教育委員長 ご異議がないようですので、こちらから指名いたします。 

２番勝又將雄委員と４番勝又綾子委員にお願いいたします。 

次に会期でありますが、本日１日間といたします。 

なお、定例会終了後、委員会協議会を開催しますので、よろし

くお願いします。それでは議事に入ります。 

教育委員長  最初に、御教議第５３号「御殿場市教育委員会の権限に属する

事務の一部を教育長に委任する規則及び県費負担教職員の職務に

専念する義務の免除に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて」を議題といたします。 

教育総務課長 ただいま議題となりました御教議第５３号につきまして内容説

明をいたします。議案書の２ページをお願いいたします。最初に議

案の朗読を行います。 

（議案書朗読） 

 議案書の５ページにある新旧対照表でご説明させていただきま

す。 

 こちらの規則の改正につきましては、法改正に伴いまして、文言

の修正を行うものでございます。 

 第２条の事務の委任の１２号「御殿場市公文書公開条例第１２条

に規定する不服申し立てがあった場合の手続きに関すること」とい

うようになっておりますが、こちらの法改正の中で、文言が「審査

請求」に変わっておりますので、そのように改正するものでござい

ます。 

 続きまして、第２条関係です。第２条の５号「不利益処分につい

ての不服申立人又は勤務条件についての措置の要求者が、その口頭

審理の期日に出頭する場合」とありますが、同様に「審査請求人」

となります。それから、第８号「当該機関の事務又は事業の運営上

必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部を停止した場合」とあ

りますが、「運営上」が「運営上の」というように変わっておりま

す。なお、附則といたしまして、「この規則は、行政不服審査法の

施行の日から施行する」ということで規則の改正をお願いしたいと
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思います。よろしくお願いいたします。 

教育委員長 ただ今、御教議第５３号について内容説明がなされましたが、

本案について質疑を求めます。 

教育委員長 質疑も無いようですので、本案を原案どおり承認することにご

異議ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第５３号「御殿場市教育委

員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則及び県費

負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部を改

正する規則の制定について」は原案通り、承認することに決しま

した。 

教育委員長 

 

次に、御教議第５４号「平成２７年度末教職員人事異動方針に

ついて」を議題といたします。それでは内容説明をお願いいたし

ます。 

学校教育課長  最初に、県費負担教職員の人事の流れについて簡単に説明させ

ていただきます。県費負担教職員の任命権は、都道府県教育委員

会にあります。しかし、県費負担教職員はもともと市町村の教職

員であること、その身分は市町村に属し、市町村立の学校に勤務

し、市町村教育委員会の管理の下にあります。そこで、この人事

を円滑に行うためには、身近な管理機関としての市町村の意思を

十分に尊重する必要があることから、その権限は市町村教育委員

会の内申を待って、行使されることになっています。その後、県

の定例教育委員会の承認を受けます。 

なお、人事案件と共に、定数等に係る予算案は県議会の議決を

受けます。なお、内示が行われてから、数日間の任用期間を持ち、

緊急な事態に対応できるようにします。その上で、記者発表を行

うことになります。この内容は新聞で公表されます。地域採用教

職員については、新聞発表の時点でも、公表されませんので、  

２５日付近の聞き取りを持って確認をします。教育委員の皆様に

は、市の離任式の際にご連絡させていただきます。 

それでは、ただいま議題となりました御教議第５４号につきま

して内容説明を行います。お手元の議案書、７ページをお開きく

ださい。議案の朗読をいたします。 

（議案書朗読） 

８ページの資料をご覧ください。これは、静岡県教育委員会よ

り出されました今年度の教職員人事異動の方針です。主に、教育

活動の充実、教職員の資質向上、機能的で活力ある組織づくりの

３点が大きな柱となります。この基本方針の下に、御殿場市にお

いても、人事異動を構想し、静岡県教育委員会に内示をもらいま
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す。なお、３月に臨時会を開催し、御殿場市教育委員会の人事異

動案及び御殿場市の県費負担教職員の人事異動の内示案につい

て、ご承認をいただくことになっております。 

以上です。宜しくお願いいたします。 

教育委員長  ありがとうございます。ただ今、御教議第５４号について内容

説明がなされましたが、本案について質疑を求めます。 

教育委員長  質疑も無いようですので、本案を原案どおり承認することにご

異議ございませんでしょうか。 

(異議なし) 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第５４号「平成２７年度末

教職員人事異動方針について」は原案通り、承認することに決し

ました。 

教育委員長  次に、御教議第５５号「平成２７年度就学援助について」を議

題といたします。本案については秘密会といたしますので、関係

者以外は退席をお願いします。それでは内容説明をお願いいたし

ます。 

（秘密会） 

学校教育課長  ただ今議題となりました御教議第５５号について内容説明をい

たします。 

お手元の平成２７年１２月定例会議案書、１０ページをお開き

願います。最初に議案を朗読いたします。 

 （議案書朗読） 

今回、認定のご審議をお願いしますのは、平成２７年度就学援

助の申し出がありました５人で、新規の申し出が３人、認定区分

の変更が２人であります。 

具体的な内容につきましては、後ほど担当者から説明させます

が、認定理由は、準要保護で児童扶養手当を受給している世帯の

者３人、要保護世帯の者２人となっております。 

提案にあたりましては、学校教育法、就学援助制度、御殿場市

認定要領、その他関係法令に基づいておりますので、よろしく御

審議のほど、お願い申し上げます。 

学校教育課 

課長補佐 

 

それでは内容につきまして、ご説明申し上げます。 

（内容説明） 

以上で内容説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し

上げます。 

教育委員長 ありがとうございます。ただ今、御教議第５５号について内容

説明がなされましたが、本案について質疑を求めます。 

教育委員長 他に質疑も無いようですので、本案を原案どおり承認すること
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にご異議ございませんか。 

(異議なし) 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第５５号「平成２７年度就

学援助について」は原案どおり承認することに決しました。 

教育委員長 それでは秘密会を解き会議を続行します。 

 次に、御教議第５６号「御殿場市育英奨学金貸与規則の一部を改

正する規則の制定について」を議題といたします。 

教育総務課長 議案書の１１ページをお開き願います。はじめに、議案書を朗

読いたします。 

(議案書朗読) 

はじめに、規則の背景を説明させていただきます。個人番号制

度の導入が行われまして、それに伴い、個人番号制度を使うこと

によっての各種サービスの運用を地方自治体によっても随時進め

ていくことになっております。その関係で、育英奨学金貸与規則

の一部を改正するものでございます。 

１３ページをご覧ください。こちらの方に、規則の内容を記載

させていただいています。 

先に資料の１５ページ、１６ページの新旧対照表をご確認いた

だきたいと思います。これまで育英奨学金の貸与を申請する場合

には第５条第３号により、住民票謄本等を添付していただいて確

認していたところですが、個人番号制度の導入に伴いまして、個

人番号を提出書類に記載していただくことにより、住民票謄本等

を取っていただくことを無くそうという考えでございます。 

従いまして、新旧対照表におきましては、第５条第３号の住民

票謄本を削除させていただきます。その場合、１３ページにあり

ますように、第５条第１項の様式の備考欄に、個人番号の欄を設

けまして個人番号を記載していただくことにより、住民票謄本を

取っていただかなくても大丈夫な形にしようとするものでござい

ます。なお、個人番号を書きたくない方もいると思いますので、

そういった場合には、従来通り、住民票謄本等で確認したいと思

っております。その内容につきましては、第５条第２項で必要な

書類を提出するように記載されておりますので、その中で協議し

ていきたいと考えております。 

続きまして、１７ページ、１８ページをご覧ください。こちら

の新旧対照表に奨学金貸与申請書の全体の様式がございますの

で、そちらが変更内容となっております。 

以上です。よろしくお願いします。 

教育委員長 ありがとうございます。ただ今、御教議第５６号について内容

説明がなされましたが、本案について質疑を求めます。 
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教育委員長 他に質疑も無いようですので、本案を原案どおり承認すること

にご異議ございませんか。 

(異議なし) 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第５６号「御殿場市育英奨

学金貸与規則の一部を改正する規則の制定について」は原案どお

り承認することに決しました。 

教育委員長 以上で、議事は終了となりますが、他に何かございますか。 

教育委員長 

 

他に無いようですので、以上をもちまして御殿場市教育委員会

１２月定例会を閉会といたします。 

午後１時５２分閉会

 

会議録署名人 

 

上記のとおり相違ないことを証明するため署名する。 

 

 

 ２番委員               

 

 

          ４番委員               

 

 

 


